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令和５年度 

高浜市財務書類 
◇統一的な基準 

令和７年４月 

高浜市 総務部財務グループ 
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令和５年度「統一的な基準」による財務書類の公表について 

 

地方公会計の整備については、地方の資産・債務改革の一環として「新地方公

会計制度の整備」が位置づけられ、「新地方公会計制度研究会報告書〔平成１８

年５月総務省〕」で財務諸表の作成モデルが示されました。一つは「基準モデル」、

もうひとつが「総務省方式改訂モデル」で、本市は、より民間の財務諸表に近い

「基準モデル」を採用し、平成 21年度（平成２0年度決算）より、毎年、貸借

対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書のいわゆる財務

書類４表を作成し、公表してきました。 

 現在では、多くの地方公共団体が財務書類の作成・公表に取り組んでいますが、

財務書類の作成方式が「基準モデル」のほか、「総務省方式改訂モデル」など複

数存在し、団体間での比較が困難などの課題がありました。 

このため総務省では、平成２７年１月に「統一的な基準による地方公会計の整

備促進について〔総務大臣通知〕」を示し、原則として平成２７年度から２９年

度までの３年間で、全ての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書

類等を作成するよう、要請がなされました。 

これを受け、本市では、平成２８年度に「統一的な基準」による財務書類作成

のための公会計システムの整備を行い、平成２７年度決算分から、「統一的な基

準」による財務書類４表（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・

資金収支計算書）を作成し、公表することとしました。 

 平成２８年度決算分からは、全ての自治体が統一的な基準に基づき財務書類

４表を作成しましたので、高浜市の連結先を含めた「連結財務書類」を新たに作

成し、公表することとしました。 
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令和５年度決算の財務書類４表は、一般会計等、全体財務書類、連結財務書

類の３種類を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象とする会計の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地開発公社 

高浜市総合サービス株式会社 

衣浦東部広域連合 

衣浦衛生組合 

愛知県後期高齢者医療広域連合 

連結財務書類 

 

 

 

 

国民健康保険事業特別会計 

公共駐車場事業特別会計 

介護保険特別会計 

（保険事業勘定） 

（介護サービス事業勘定） 

後期高齢者医療特別会計 

下水道事業会計   

水道事業会計 

全体財務書類 

一般会計 

土地取得費特別会計 

一般会計等 
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■令和５年度 高浜市財務書類４表 

（１）貸借対照表（令和 6 年 3 月 31 日） 

    貸借対照表とは、基準日時点における財政状態（資産、負債、純資産の

残高）を明らかにするものです。           

(単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度末の保有財産（資産）を左側に、それらの資産の取得財源（負債

及び純資産）を右側に記載した財務書類です。 

資 産：学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や基金な

ど将来現金化することが可能な資産 

負 債：地方債や退職手当引当金など将来世代の負担となるもの 

純資産：過去の世代や国や県などが負担した将来返済しなくてよい資産 

 

本市の一般会計等における資産の合計は６１３億円で、そのうち固定資産は

５８９億円で、９６．１％を占めています。固定資産の内訳では、学校などの

事業用資産が３８２億円、道路などのインフラ資産が１６０億円となっていま

す。また、流動資産は２４億円で、主なものは、基金の１６億円、現金預金の

６億円です。 

一方、負債の合計は１２０億円で、そのうち固定負債は１０７億円で８９．

２％を占め、主なものは、地方債の８６億円、退職手当引当金の 1５億円で

す。 

貸借対照表から分かること社

会保障給付等の移転費用に区

分して表示するとともに、こ

れらの行政サービスに対する

財源として、使用料・手数料

などの経常収益を表示してい

ます。また、資産の除却な

ど、経常的でない臨時の損益

を表示しています。 
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（２）行政コスト計算書 
（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

     行政コスト計算書とは、会計期間中の費用、収益の取引高を明らかに

するものです。                 (単位：百万円)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の一般会計等における純行政コストは１５６億円です。 

経常費用の内訳では、市が直接的にサービスを提供する業務費用は７６億円

（構成比４８．７%）で、間接的にサービスを提供する移転費用は８５億円

（構成比５４．５％）となっています。業務費用の内訳では、減価償却費であ

る 1１億円を含む物件費等が５３億円、人件費が２１億円で大部分を占めてい

ます。また、移転費用では、社会保障給付が４０億円、補助金等が３６億円と

なっています。 

一方、行政サービス利用の対価として、市民の皆さまが負担する使用料・手

数料や財産貸付収入などの経常収益は６億円です。なお、経常収益には、市税

などの一般財源や国・県補助金などの移転収入は含まれていません。 

行政コスト計算書から分かること社

会保障給付等の移転費用に区分して

表示するとともに、これらの行政サ

ービスに対する財源として、使用

料・手数料などの経常収益を表示し

ています。また、資産の除却など、

経常的でない臨時の損益を表示して

います。 

 

人 件 費：職員給与や議員報酬、退職給付費用など 

物件費等：備品購入費や消耗品費、委託料、施設等の維持補修にかかる経

費、減価償却費（社会資本の経年劣化等に伴う減少額）など 

その他の業務費用：市債償還の利子など 

移転費用：各種団体への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障経費 

臨時損失：資産の除却などにより生じた損失 
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税収等：市税、分担金、負担金など 

資産評価差額：有価証券などの評価差額 

無償所管換等：無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額など 

固定資産の調査判明による増加や誤記載による減少を含む 

 

（３）純資産変動計算書 
（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

    純資産変動計算書とは、会計期間中の純資産の変動を明らかにしたも

のです。             

         (単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の一般会計等における本年度末の純資産残高は、４９３億円と前年度末

に比べて、２億円増加しています。これは、「本年度差額」がプラス約１億８

千万円となったことによるものです。「本年度差額」のプラスは、当年度の財

源（税収等、国県等補助金）が当年度の行政サービス提供にかかったコスト

（純行政コスト）を上回ったことを表しています。また、純行政コストには、

減価償却費（社会資本の経年劣化等に伴う減少額）１１億円をはじめとする現

金支出を伴わないコストが含まれていますので、その内容に留意する必要があ

ります。 
 

純資産変動計算書から分かること社

会保障給付等の移転費用に区分して

表示するとともに、これらの行政サ

ービスに対する財源として、使用

料・手数料などの経常収益を表示し

ています。また、資産の除却など、

経常的でない臨時の損益を表示して

います。 
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（４）資金収支計算書 
（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

    資金収支計算書とは、会計期間中の資金収支の状態を明らかにするも

のです。                      (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

業務活動収支：「投資活動」「財務活動」以外の行政活動に係る収支 

投資活動収支：固定資産の取得・売却や基金の積立・取崩などに係る収支 

財務活動収支：地方債の発行、償還などに係る収支 

ビスなど、資産形成につながらない行政サービスに要したコストを人件費、

物件費等の業務費用、補助金、社会保障給付等の移転費用に区分して表示す

るとともに、これらの行政サービスに対する財源として、使用料・手数料な

どの経常収益を表示しています。また、資産の除却など、経常的でない臨時

の損益を表示しています。 
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本市の一般会計等における資金収支は、業務活動収支はプラスの９億円、

投資活動収支はマイナスの１8億円、財務活動収支はプラスの４億円で、本

年度の資金収支トータルは、マイナス４億７千万円となっています。結果と

して、本年度末資金残高は５億円となりました。 

 内訳をみると、業務活動収支のプラス９億円の範囲内で投資活動を行って

いますが、財政運営の都合上、３億円（基金積立金支出-基金取崩収入）を基

金から取り崩さざるを得なかった点は留意すべき内容です。 

 財務活動収支においては、地方債の償還を借入れが上回り、プライマリー

バランスはマイナスとなっています。 

 

※ プライマリーバランス ＝ 業務活動収支  ＋  投資活動収支 

               （支払利息支出を除く）   （基金積立支出及び取崩収入を除く） 

資金収支計算書から分かること社

会保障給付等の移転費用に区分し

て表示するとともに、これらの行

政サービスに対する財源として、

使用料・手数料などの経常収益を

表示しています。また、資産の除

却など、経常的でない臨時の損益

を表示しています。 
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（５）財務書類４表（一般会計等）から分かること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産、負債、純行政コストについて、年度末における人口で割り返した指標で

す。 

項 目 Ｒ５年度 Ｒ４年度 差 額 

資 産 １２5万円 １２４万円 ＋１万円 

負 債   ２４万円   ２４万円 ― 

純行政コスト   ３２万円   ３２万円 － 

 

→資産は前年度より 1万円増加しました。事業用資産において吉浜小学校及び高

取小学校の長寿命化改良工事や高取小学校給食施設改築工事等の投資額が減価償

却を上回り、10.２億円増加したことが主な理由としてあげられます。 

負債は前年度と同様となりました。これは地方債の償還が進み、固定負債・流

動負債合わせて 4.5 億円が増加したものの損失補償等引当金等が減少したことが

主な理由としてあげられます。 

また、純行政コストは前年度と同様となりました。新型コロナに係る補助金が

令和 4年度より落ち着いたことが要因です。今後も、引き続き効率的な行政運営

が求められます 

 

１．市民１人当たりの資産と負債、純行政コスト

社会保障給付等の移転費用に区分して表示すると

ともに、これらの行政サービスに対する財源とし

て、使用料・手数料などの経常収益を表示してい

ます。また、資産の除却など、経常的でない臨時

の損益を表示しています。 

 

 

有形固定資産について、耐用年数に対して資産の取得からどの程度償却が経過

しているかを表す指標です。 

①有形固定資産のうち償却資産（建物、工作物、物品など）のみ 

償却資産のみ 減価償却率 減価償却累計額 取得価額 

Ｒ５年度 67.0% 452億 1,315万円 674億 4,773万円 

Ｒ４年度 66.9% 442億 2,555万円 660億 9,905万円 

 

②学校などの事業用資産のうち、建物のみ 

事業用資産のみ 減価償却率 減価償却累計額 取得価額 

Ｒ５年度 51.6% 150億 6,026万円 292億 608万円 

Ｒ４年度 51.8% 145億 0,695万円 281億 1,873万円 

 

→前年度より減価償却率が上がっています。事業用資産だけでみると施設の集

約・複合化による建て替えや庁舎のオペレーティングリースでの運営により減価

償却率は低いものの、インフラ資産の減価償却率は高く、取得年月日が古いこと

が主な理由としてあげられます。今まで以上に施設の更新に対する計画的な対策

が必要な状況です。 

 

２．有形固定資産（償却資産）減価償却率〔減価償却累計額／取得価額〕

社会保障給付等の移転費用に区分して表示するとともに、これらの行政サ

ービスに対する財源として、使用料・手数料などの経常収益を表示してい

ます。また、資産の除却など、経常的でない臨時の損益を表示していま

す。 
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総資産のうち、返済義務のない純資産がどれくらいかの割合を表した指標

です。 
 

 Ｒ５年度 Ｒ4年度 

純資産比率 80.４% 80.8% 

 

→前年度に比べて純資産比率が 0.４%減少しました。これは、地方債の償還

は進んでいますが、地方債の借入が前年度に比べ、増加したことが主な要因

となっています。 

３．純資産比率〔純資産／総資産〕社

会保障給付等の移転費用に区分して表示

するとともに、これらの行政サービスに

対する財源として、使用料・手数料など

の経常収益を表示しています。また、資

産の除却など、経常的でない臨時の損益

を表示しています。 

 

 

 平成 29年度（平成 28年度決算）より、全ての地方公共団体において

「統一的な基準」による財務書類が作成されています。 

財務書類の各種指標について、他団体との比較が可能となっていますの

で、比較を行うことで、本市の財政状況の特徴や課題を明らかにし、さら

なる財政の健全化に努めてまいります。 

 

地方債の償還は進んでいますが、更新が間近な資産が多く、将来世代の

負担比率が高い傾向があるため、純資産の増加に努めてまいります。 

 

 

 

 

今後についてと

ともに、これら

の行政サービス

に対する財源と

して、使用料・

手数料などの経

常収益を表示し

ています。ま

た、資産の除却

など、経常的で

ない臨時の損益

を表示していま

す。 

 


